
令和元年9月30日の使用日まで適用。

使用料

全館

全館・放送設備使用

卓球台１台につき

営利を目的に使用する場合は、上記金額は20倍になります。
町外の方が使用する場合は、すべてについてその金額の2倍となります。
阿南市、那賀町、海部郡内の方が使用する場合は、町内と同様の料金となります。（定住自立圏構想による）

100円 210円 430円

8：30～22：0013：00～17：00

100円

4,320円

牟岐町民体育館　使用料

全日

8：30～12：00

1,080円

1,290円

1,290円

1,610円

1,940円

2,160円

3,780円

使用区分
午前 午後 夜間

19：00～22：00


